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鳥取県告示第385号 

鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例第53号）第２条第３項の規定に基づき、次のとおり附属機関を設置

するので、同条第４項の規定により告示する。 

平成29年５月17日 

  鳥取県知事 平 井 伸 治  

 

 

名称 調査審議する事項 設置期間 庶務担当機関 

平成29年度鳥取県海外向け

HP及びSNS情報発信業務プロ

ポーザル審査会 

平成29年度鳥取県海外向けHP及びSNS情報

発信業務に係る受託者の選定に関する事

項 

平成29年５月17日

から同月26日まで 

観光戦略課 

 

 


